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１．硫黄酸化物に係る総量規制運用要綱 
〔目的〕 
第１条 この要綱は，硫黄酸化物に係る総量規制基準(昭和63年千葉県告示第65号。以下「総量規制

基準」という。)及び硫黄酸化物に係る燃料使用基準(昭和63年千葉県告示第66号。以下「燃料使用

基準」という。)の運用に関し，法令及び当該告示に定めるもののほか，必要な事項を定め，もって

総量規制基準及び燃料使用基準の的確な運用を図ることを目的とする。 
〔用語〕 
第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定めるとこるによ

る。 
(1) 削除 
(2) 「予備施設」とは，現に稼動中の適用施設が定期点検及び故障等のため，一時的に休止した場合

に，その休止中に代替として専ら運転される適用施設(交互に運転している適用施設は除く。)を

いう。 
(3) 「休止施設」とは，工場又は事業場の事業活動の変更により，使用の必要がない適用施設のうち，

一年以上連続して稼動しないと認められる適用施設をいう。 
(4) 「特定工場等」とは，総量規制基準の第2項に定める特定工場等をいう。この場合において，工

場又は事業場の敷地の間に，道路，河川等があっても，同一法人が設置し，相互に隣接した位置

にあり，事業活動上密接な関連があり，社会通念上，一の工場又は事業場と認められるものも含

むものとする。 
(5) 「燃料使用基準適用工場等」とは，燃料使用基準の第2項に定める工場又は事業場をいう。 
(6) 「通常最大稼動」とは，一の適用施設を運転する場合において，定格能力以下の運転状態であり，

かつ通常の状態での一時間あたりの最大稼動をいう。 
(7) 「重油その他の石油系燃料(以下「石油系燃料」という。)」とは，原油又は原油の精製等の処理

によって得られる液化石油ガス・ナフサ・灯油・重油及びその他の副生油等の気体燃料並びに液

体燃料をいう。 
(8) 「施設の更新(スクラップ・アンド・ビルド)」とは，一の特定工場等又は燃料使用基準適用工場

等において，新たに適用施設が設置され，それに伴い既存の適用施設が廃止されることをいう。

ただし，新たに設置された適用施設の種類の名称と廃止される適用施設の種類の名称が同一であ

る場合に限る。 
〔硫黄酸化物の排出の制限〕 
第３条 特定工場等の事業者は，当該特定工場等に設置されているすべての適用施設から定格稼動時

(当該特定工場等に設置されているすべての適用施設に係る原料・燃料の使用量を常時的確に把握す

ることの可能な特定工場等にあっては，通常最大稼動時)に排出される硫黄酸化物の合計量を総量規

制基準に適合させなければならない。 
〔石油系燃料の使用に関する制限〕 
第４条 燃料使用基準適用工場等の事業者は，当該燃料使用基準適用工場等に設置されているすべて

の適用施設において使用する石油系燃料中の硫黄含有率(複数の石油系燃料を使用する燃料使用基

準適用工場等においては，各石油系燃料を重油の量に換算したのち，加重平均して得られる硫黄含

有率)を燃料使用基準適用工場等ごとに燃料使用基準に適合させなければならない。 
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〔適用施設設置計画書〕 
第５条 特定工場等又は燃料使用基準適用工場等の事業者は，適用施設を設置しようとするときは，

様式第1により，当該適用施設の設置計画書を千葉県知事又は政令市の長に提出するものとする。 
２．新たに特定工場等又は燃料使用基準適用工場等(適用施設の設置，適用施設の構造等変更又は地

位の承継により，新たに特定工場等又は燃料使用基準適用工場等となるもの。)となる工場又は事業

場の事業者は様式第1により，すべての適用施設の設置計画書を千葉県知事又は政令市の長に提出す

るものとする。 
〔適用施設使用計画書〕 
第６条 一の施設が適用施設となった際，現にその施設を設置している(設置の工事が着手されたも

のを含む。)工場又は事業場の事業者であって，次の各号に該当するものは当該施設が適用施設とな

った日から30日以内に当該適用施設の使用計画書を様式第1により千葉県知事又は政令市の長に提

出するものとする。 
(1) 適用施設になったことにより，新たに特定工場等又は燃料使用基準適用工場等となるもの。 
(2) 現に特定工場等又は燃料使用基準適用工場等であるもの。 
〔適用施設変更計画書〕 
第７条 第5条第1項若しくは第2項又は前条の規定により計画書を提出した者は，適用施設が次の各

号に掲げる事項に該当する場合は，当該変更事項に係る適用施設の変更計画書を様式第1により，千

葉県知事又は政令市の長に提出するものとする。 
(1) 適用施設の構造等の変更，適用施設の使用の廃止又は地位の承継 
(2) 適用施設の稼動状況のうち通常稼動，予備又は休止に係る状況の変更 
(3) 通常最大稼動時における原料・燃料の使用量及び当該稼動時における硫黄酸化物排出量の変更に

係る事項 
〔計画値の遵守〕 
第８条 特定工場等の事業者は，前3条の規定による計画書の事項のうち，次に掲げる事項について

は，記載した数値以下としなければならない。 
(1) 適用施設ごとの硫黄酸化物排出量及び原料・燃料の使用量 
(2) 適用施設ごとの原料・燃料中の硫黄含有率 
２．燃料使用基準適用工場等の事業者は，第5条第1項，第2項，第6条及び第7条の規定による計画書

の事項のうち，次に掲げる事項については，記載した数値以下としなければならない。 
(1) 適用施設ごとの石油系燃料中の硫黄含有率 
(2) 適用施設ごとの石油系燃料使用量 
〔計画書の審査等〕 
第９条 千葉県知事又は政令市の長は前条の規定により提出された計画について，総量規制基準又は

燃料使用基準の適合状況を審査するものとする。 
２．千葉県知事又は政令市の長は前項による審査の結果，適当と認められる場合には，その旨，様式

第2により，当該計画書を提出した者に対し，通知するものとする。 
〔遵守状況の確認〕 
第10条 千葉県知事又は政令市の長は，特定工場等又は燃料使用基準適用工場等の事業者の第3条，

第4条，第8条第1項及び同条第2項に定める事項の遵守状況を立入検査により確認するものとする。 
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〔測定器の整備〕 
第11条 特定工場等の事業者は，当該特定工場から排出される硫黄酸化物を的確に把握し，もって総

量規制基準を遵守するため，硫黄酸化物濃度計及び燃料流量計等の測定器の整備に努めるものとす

る。 
２．燃料使用基準適用工場等の事業者は，燃料流量計等の測定器の整備に努めるものとする。 
〔基準に関する特例〕 
第12条 施設の更新において，新たに設置された適用施設の原料・燃料使用量を重油の量に換算した

量(但し，千葉南部区域においては，圧縮率を乗ずる前の重油の量に換算した量)のうち，廃止する

適用施設に係る重油の量に換算した量に相当する部分については，既存のものとして取り扱うもの

とする。 
２．千葉県内に立地する工場又は事業場が，次に掲げる事業により，指定地域内に移転し，新たに特

定工場等になった場合は，移転前の重油の量に換算した量に相当する部分は既存のものとして取り

扱うものとする。 
(1) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条に定める国又は地方公共団体等の実施する事業 
(2) (1)以外の国又は地方公共団体等の実施する事業のうち千葉県知事又は政令市の長が特に認める

事業 
〔適用除外〕 
第13条 この要綱の規定は，千葉市及び船橋市の区域においては，適用しない。 
附則 
(施行期日) 
１．この要綱は昭和53年8月1日から施行する。 
(経過措置) 
２．～５．削除 
附則 
(施行期日) 
１．この要綱は，昭和63年2月1日(以下「施行日」という。)から施行する。 
(経過措置) 
２．総量規制基準別表第1の3の項及び燃料使用基準別表第1の2の項に掲げる適用施設のうち，施行日

前に設置の工事が着手されたものにあっては昭和65年1月31日までの間は，本要綱の規定は，適用

しない。 
３．施行日前に改正要綱の第5条第1項，同条第2項，同条第3項及び附則第2項の計画書の提出をした

ものは，本要綱に基づく第5条，第6条及び第7条の計画書の提出をしたものとみなす。 
附則 
(施行期日) 
この要綱は，平成4年4月1日から施行する。 
附則 
(施行期日） 
この要綱は，平成15年4月1日から施行する。 
附則 
(施行期日） 
この要綱は，令和3年9月30日から施行する。 
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２．千葉県窒素酸化物対策指導要綱 
〔目的〕 
第１条 この要綱は，窒素酸化物を排出する工場又は事業場の事業者に対し窒素酸化物の排出総量を

指導することにより，窒素酸化物に起因する大気の汚染を防止し，もって県民の健康を保護すると

ともに生活環境を保全することを目的とする。 
〔定義〕 
第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 
(1) 適用施設：別表第1の窒素酸化物に係るばい煙発生施設の欄に掲げるばい煙発生施設をいう。 

ただし，専ら電気を熱源とするものを除く。 
(2) 通常最大稼動：一の適用施設を定格能力以下で運転する場合において，通常時における最大稼 

動の状態をいう。 
(3) 重油の量に換算した原料及び燃料の量：ばい煙発生施設を定格能力で運転する場合において使 

用される原料及び燃料の量を次に掲げる換算方法により重油の量に換算した場合の量をいう。 
ア 原料については，別表第2の原料の種類の欄に掲げる原料の種類ごとに，それぞれ同表の原料 

の量の欄に掲げる量を同表の重油の欄に掲げる重油の量に換算する。 
イ 燃料については，別表第3の燃料の種類の欄に掲げる燃料の種類ごとに，それぞれ同表の燃料 

の量の欄に掲げる量を同表の重油の欄に掲げる重油の量に換算する。この場合において，別表第

4の適用施設の種類の欄に掲げる適用施設において使用される燃料については，別表第3により換

算した量に当該適用施設の種類ごとに，それぞれ別表第4の係数の欄に掲げる係数を乗ずるもの

とする。 
〔対象地域〕 
第３条 この要綱の対象地域は，市川市，木更津市，松戸市，野田市（関宿台町，関宿江戸町，関宿

江戸町飛地，関宿元町，関宿元町飛地，関宿内町，関宿町，関宿三軒家，平井，東宝珠花，次木，

新野井，子布内，桐ヶ作，平成，柏寺，中戸，中戸谷津，新田戸，西高野，はやま，東高野，木間

ヶ瀬，木間ヶ瀬新田，岡田，岡田新田，丸井を除く），習志野市，柏市，市原市，流山市，鎌ケ谷

市，君津市，富津市，浦安市及び袖ケ浦市の区域とする。 
〔対象工場等〕 
第４条 この要綱の指導対象となる工場又は事業場(以下「対象工場等」という。)は，一の工場又は

事業場に設置されているすべての適用施設で使用される重油の量に換算した原料及び燃料の量が1

時間当たり2キロリットル以上である工場又は事業場とする。ただし，環境の保全に関する協定書第

8条の規定による環境の保全に関する細目協定書を締結した工場及び窒素酸化物対策に関する覚書

を締結した工場は除く。 
〔指導基準〕 
第５条 対象工場等に適用する指導基準は次に定める算式により算出される窒素酸化物の量とする。 

Ｑ＝1.86Ｗ０．９５＋1.31Ｗi０．９５ 
この式において，Ｑ，Ｗ及びＷiはそれぞれ次の値を表わすものとする。 
Ｑ 対象工場等において排出が許容される窒素酸化物の量(単位 温度零度，圧力一気圧の状態に

換算した立方メートル毎時) 
Ｗ 対象工場等に別表第1基準となる日の欄に掲げる日(以下「基準日」という。)前から設置され

ているすべての適用施設(設置の工事が着手された施設を含む。)で使用される重油の量に換算し

た原料及び燃料の量(単位 キロリットル毎時) 

Ｗi 対象工場等に基準日以降新たに設置されたすべての適用施設で使用される重油の量に換算

した原料及び燃料の量と，基準日前から設置されている適用施設のうち基準日以降に構造等の変

更がなされたすべての適用施設(基準日前に変更の工事が着手されたものを除く。)で使用される

重油の量に換算した原料及び燃料の量のうち当該変更により増加する量とを合計した量(単位キ
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ロリットル毎時) 
なお，Ｗ及びＷiの認定に当たっては，適用施設のうち，次に掲げる適用施設を除く。 

ア 使用を廃止された適用施設 
イ 予備の適用施設(他の適用施設の使用が停止されている間専ら使用されるものに限る。) 
ウ 使用を休止している適用施設 
エ 未稼動の適用施設 

〔適用施設設置計画書〕 
第６条 対象工場等の事業者は，適用施設を設置しようとするときは，様式第1により当該適用施設

の設置計画書を知事に提出するものとする。 
２．新たに対象工場等(適用施設の設置，適用施設の構造等の変更又は地位の承継により新たに対象

工場等となるもの。)となる工場又は事業場の事業者は，様式第1によりすべての適用施設の設置計

画書を知事に提出するものとする。 
〔適用施設使用計画書〕 
第７条 一の施設が適用施設となった際，現にその施設を設置している(設置の工事が着手されたも

のを含む。)工場又は事業場の事業者であって，次の各号に該当するものは，当該施設が適用施設と

なった日から30日以内に当該適用施設の使用計画書を知事に提出するものとする。 
(1) 適用施設になったことにより，新たに対象工場等となるもの。 
(2) 現に対象工場等であるもの。 

〔適用施設変更計画書〕 
第８条 第6条第1項若しくは第2項又は前条の規定により計画書を提出した者は，適用施設が次の各

号に掲げる事項に該当する場合は当該変更事項に係る適用施設の変更計画書を様式第1により知事

に提出するものとする。 
(1) 適用施設の構造等の変更，適用施設の使用の廃止又は地位の承継 
(2) 適用施設の稼動状況のうち通常稼動，予備又は休止に係る状況の変更 
(3) 通常最大稼動における1時間当たりの窒素酸化物の排出量及び当該稼動時の原料及び燃料の使

用量の変更 
〔窒素酸化物の排出量の制限〕 
第９条 対象工場等の事業者は，当該対象工場等に設置され通常稼動しているすべての適用施設から

通常最大稼動を行った時に排出される1時間当たりの窒素酸化物の合計量を，指導基準以下にするも

のとする。 
２．対象工場等の事業者は，前項に規定する窒素酸化物の排出合計量の根拠となる適用施設ごとの通

常最大稼動における窒素酸化物の排出量を，第6条第1項若しくは第2項又は第7条の規定により提出

した計画書に記載した数値以下の量とするものとする。 
３．前項の規定にかかわらず，適用施設が前条各号に掲げる事項に該当する場合は，第1項に規定す

る窒素酸化物の排出合計量の根拠となる当該適用施設ごとの通常最大稼動における窒素酸化物の排

出量を，同条の規定により提出した変更計画書に記載した数値以下の量とするものとする。 
〔計画書の審査等〕 
第10条 知事は，第6条第1項若しくは第2項，第7条又は第8条の規定により提出された計画書につい

て，指導基準の適合状況を審査するものとする。 
２．知事は，前項の規定による審査の結果，計画書が適当と認められる場合は，その旨を様式第2に

より，当該計画書を提出した者に対し通知するものとする。 
〔窒素酸化物排出濃度の測定等〕 
第11条 対象工場等の事業者は，当該適用施設に係る窒素酸化物の排出濃度を測定するとともに排出

量の把握に努め，その結果を記録するものとする。この場合において，排出濃度の測定方法及びひ

ん度並びに結果の記録については，大気汚染防止法施行規則(昭和46年厚生省・通産省令第1号)第1

5条第5号(常時の測定に係る部分を除く。)及び第6号の規定を準用する。 
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〔指導基準に関する特例〕 
第12条 施設の更新(一の対象工場等において，新たに適用施設が設置され，それに伴い既存の適用

施設が廃止されることをいう。)において，新たに設置された適用施設の重油の量に換算した原料及

び燃料の量のうち，廃止する適用施設に係る重油の量に換算した原料及び燃料の量に相当する部分

については，既存のものとして取り扱うものとする。 
２．千葉県内に立地する工場又は事業場が，次の各号に掲げる事業により対象地域内に移転し，新た

に対象工場等になった場合は，移転前の原料及び燃料に相当する部分については，既存のものとし

て取り扱うものとする。 
(1) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条に定める国又は地方公共団体等の実施する事業 
(2) 前号以外の国又は地方公共団体等の実施する事業のうち，知事又は対象地域内の大気汚染防止

法施行令(昭和43年政令第329号)第13条第1項に規定する市(以下「政令市」という。)の長が特に

認める事業 
〔事務の委任〕 
第13条  この要綱に規定する知事の権限に属する事務のうち，次の各号に掲げる事務(工場に係る事

務を除く。)は，政令市の長に委任する。 
(1) 第6条第1項及び第2項，第7条並びに第8条の計画書の受理に関する事務 
(2) 第10条の審査及び通知に関する事務 

 
附則 
(施行期日) 
１．この要綱は昭和58年4月1日から施行する。 
(指導基準の適用期日) 
２．～４．削除 
 
附則 
(施行期日) 
１．この要綱は昭和63年2月1日(以下「施行日」という。)から施行する。 
(経過措置) 
２．別表第1の3の項に掲げる適用施設のうち，施行日前に設置の工事が着手されたものにあっては昭

和65年1月31日までの間は，本要綱の規定は，適用しない。 
３．施行日前に改正前要綱の第6条，第7条および第8条の計画書の提出をしたものは，本要綱に基づ

く第6条，第7条および第8条の計画書の提出をしたものとみなす。 
(指導基準等の適用の特例) 
４．別表第1の3の項に掲げる適用施設のうち，施行日前に設置の工事が着手されたものにあっては昭

和66年1月31日まで，施行日以降に設置の工事が着手されたものにあっては昭和64年1月31日までの

間は，第5条の指導基準及び第9条の窒素酸化物の排出量の制限の規定は，適用しない。 
附則 
(施行期日) 

この要綱は，平成4年4月1日から施行する。 
(施行期日) 

この要綱は，平成15年4月1日から施行する。 
(施行期日) 

この要綱は，平成15年6月6日から施行する。 
(施行期日) 

この要綱は，平成27年8月24日から施行する。 

(施行期日) 
この要綱は，令和3年9月30日から施行する。 
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別表第1  

 区分             窒素酸化物に係るばい煙発生施設   基準となる日  

  1 

大気汚染防止法施行令(昭和43年政令第329号。以下「令」と 
いう。)別表第1の1の項から15の項まで，18の項，19の項に 
掲げる施設のうち光ニトロソ化法によるカプロラクタムの製 
造の用に供し，又は亜硝酸ナトリウムを用いてニトロソ化反 
応若しくはジアゾ化反応を行う工程に供する塩化水素反応施 
設及び塩化水素吸収施設，21の項に掲げる施設のうち焼成炉 
及び溶解炉，23項に掲げる施設のうち乾燥炉及び焼成炉及び 
24の項から28の項までに掲げるばい煙発生施設で，この表の 
2の項に掲げるものを除く。 

昭和58年４月１日   

  2 令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち伝熱面積が10平方 
メートル未満のもの 昭和60年９月10日 

  3 令別表第1の29の項及び30の項に掲げるばい煙発生施設(専ら 
非常時において用いられるものを除く。) 昭和63年２月１日 

  4 令別表第1の31の項及び32の項に掲げるばい煙発生施設(専ら 
非常時において用いられるものを除く。) 平成４年４月１日 

 
 
 
 
別表第２  

           原料の種類    原料の量       重油の量(単位 リットル)  

 廃棄物焼却炉において焼却され 
 る一般廃棄物 1キログラム 0.48 

 重油換算の必要なその他の原料 1キログラム 

 当該原料1キログラムの処理に伴い 
 発生する平均的な窒素酸化物の量に 
 相当する量の窒素酸化物を燃焼に伴 
 い発生する重油(1リットル当たりの 
 発熱量9千キロカロリー，窒素含有 
 率0.15パーセント，比重O.9)の量 
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別表第３  

    燃料の種類    燃料の量      重油の量(単位 リットル)  

重油(B及びC重油)   1リットル           １ 

A 重 油   1   〃           ０．９５ 

軽            油   1   〃           ０．９５ 

灯            油   1   〃           ０．９０ 

原           油   1   〃           ０．９５ 

ナ フ サ 油   1   〃           ０．９０ 

液 化 石 油 ガ ス   1キログラム           １．２ 

液 化 天 然 ガ ス   1   〃           １．３ 

石            炭   1   〃           ０．８５ 

都 市 ガ ス   1   〃           １．３ 

 
そ の 他 の 燃 料 

 1リットル(固 
 体燃料又は気 
 体燃料にあっ 
 ては1キログ 
 ラム) 

 当該燃料の量1リットル(固体燃料 
 又は気体燃料にあっては1キログ 
 ラム)当たりの発熱量を有する重 
 油(1リットル当たりの発熱量は， 
 9千キロカロリーとする。)の量 
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別表第４  

           適用施設の種類         係    数  

 石炭専焼ボイラー           ３．１ 

 ガラス製造の用に 
 
 供する溶融炉 
 
 (タンク炉に限る。) 

 板ガラス           ５．８ 

 電気ガラス(注)         １５．１ 

 その他           ７．１ 

 ガスタービン           ２．０ 

 ディーゼル機関         ２０．０ 

 ガス機関           ３．０ 

 ガソリン機関           ３．０ 

 施設係数の必要なその他の施設  ばい煙発生施設の排出の 
 特性を考慮して設定する。 
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３．千葉県発電ボイラー及びガスタービン等に係る窒素酸化物対策指導要綱 
 

〔目的〕 

第１条 この要綱は，千葉県(千葉市及び船橋市を除く)内の工場又は事業場に設置されるボイラー，

ガスタービン，ディーゼル機関，ガス機関及びガソリン機関に係る窒素酸化物の排出抑制を指導する

ことにより，窒素酸化物による大気汚染の防止に資することを目的とする。 

〔対象施設〕 

第２条 この要綱の対象施設は，工場又は事業場に設置される大気汚染防止法施行令(昭和43年政令第

329号。以下「政令」という。)別表第1の1の項のボイラーのうち発電を目的として設置されるボイラ

ー(以下「発電ボイラー」という。)及び別表第1の29の項から32の項に掲げるばい煙発生施設(専ら非

常時において用いられるものを除く。以下「ガスタービン等」という。)とする。ただし，環境の保全

に関する協定書第8条の規定による環境の保全に関する細目協定書を締結した工場に設置される施設

は除く。 

〔指導基準〕 

第３条 発電ボイラー及びガスタービン等において発生し，排出口から大気中に排出される排出物に

含まれる窒素酸化物の濃度の許容限度(以下「指導基準」という。)は，別表(1)に定めるとおりとする。 

２．前項の規定にかかわらず，発電事業者(電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第15号に規

定する発電事業者をいう。以下同じ。)が発電事業(電気事業法第2条第1項第14号に規定する発電事業

をいう。以下同じ。)の用に供する発電ボイラー及びガスタービンの指導基準は，別表(2)に定めると

おりとする。 

３．第１項の規定にかかわらず，発電事業者が発電事業の用に供するディーゼル機関，ガス機関及び

ガソリン機関の指導基準は，別表(3)に定めるとおりとする。ただし，これらの施設(発電事業の用に

供するものに限る。)の定格出力の合計が3,000kW未満の工場又は事業場にあっては，これらの施設の

指導基準は別表(1)に定めるとおりとする。 

４．発電ボイラー及びガスタービン等の設置者は，前各項の指導基準を遵守するために必要な対策を

実施するものとする。 

〔排出口の高さ等〕 

第４条 発電ボイラー及びガスタービン等の設置者は，建築物の高さ及び周辺の状況等を考慮し，局

所的高濃度汚染が生じないよう当該施設に係る排出口の高さの確保等に努めるものとする。 

〔エネルギーの有効利用〕 

第５条 発電ボイラー及びガスタービン等により生産される電力(発電事業者が売電のために発電し

た電力を除く。)，熱及び蒸気等のエネルギーについては，工場又は事業場内で有効利用を図るととも

に，工場又は事業場間利用及び地域還元に努めるものとする。 

〔報告〕 

第６条 知事は，この要綱の施行に必要な限度において，発電ボイラー及びガスタービン等の設置者

に対し，当該施設の使用状況，窒素酸化物濃度その他の事項の報告を求めることができるものとする。 

〔転用等〕 

第７条 既設の発電ボイラーを発電事業（電気事業法（昭和39年法律第170号）第2条第1項第14号に規

定する発電事業をいう。）に供する施設に転用する場合は，当該転用をする日を設置の日とみなして

この要綱の規定を適用する。 

２．専ら非常時において用いられているガスタービン，ディーゼル機関，ガス機関及びガソリン機関

を常用に転用をする場合は，当該転用をする日を設置の日とみなしてこの要綱の規定を適用する。 

３．事業者が新たに発電事業者に該当することとなった場合は，その届出(電気事業法第27条の27第1

項に規定する届出をいう。)の日を設置の日とみなしてこの要綱の規定を適用する。 

４．発電事業者の工場又は事業場において，ディーゼル機関，ガス機関及びガソリン機関を発電事業

に供する施設として設置，若しくは転用することにより，これらの施設の定格出力の合計が3,000kW以

上となる場合は，当該設置若しくは転用をする日を設置の日とみなして第3条第3項の規定を適用する。 

〔製造業者等に対する指導〕 

第８条 知事は，発電ボイラー及びガスタービン等の製造業者・販売業者等に対しこの要綱の円滑な

施行を図るため必要な指導を行うものとする。 

２．知事は，工場又は事業場に設置されるガスタービン等以外のガスタービン，ディーゼル機関，ガ
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ス機関及びガソリン機関(これらのうち，専ら非常時において用いられるものを除く。)の製造業者・

販売業者に対し，これらの機器に係る窒素酸化物の排出低減に努めるよう指導するものとする。 

〔事務の委任〕 

第９条 この要綱に規定する知事の指導業務のうち，政令第13条第1項に規定する政令市の長が管轄す

る事業場に係る指導業務，並びに政令第13条第2項に規定する指定都市の長等が管轄する工場及び事業

場に係る指導業務については，当該市の長に委任する。 

 

附則 

(施行期日) 

１．この要綱は，平成4年4月1日から施行する。 

(経過措置) 

２．平成4年4月30日までに設置されたガスタービン等(設置の工事が着手されたものを含む。)に係る

別表の規定の適用については，平成6年3月31日までの間は適用せず，同年4月1日から当分の間，同表

((1)の表)ガスタービンの項中「20」とあり及び「30」とあるのは「60」と，同表ディーゼル機関の項

中「100」とあり及び「150」とあるのは「950」と，同表ガス機関及びガソリン機関の項中「200」と

あり及び「300」とあるのは「600」と読み替えるものとする。 

附則 

(施行期日) 

１．この要綱は，平成8年4月1日から施行する。 

２．この要綱の規定にかかわらず，平成8年3月31日までに設置された施設(設置の工事が着手されたも

のを含む。)については，当分の間，従前の例とする。 

附則 

(施行期日) 

 この要綱は，平成15年4月1日から施行する。 

附則 

(施行期日) 

１．この要綱は，平成28年4月1日から施行する。 

２．この要綱の規定にかかわらず，平成28年3月31日までに設置された施設(設置の工事が着手された

ものを含む。)については，なお従前の例とする。 

附則 

(施行期日) 

１．この要綱は，平成30年7月1日から施行する。 

２．この要綱の規定にかかわらず，平成30年6月30日までに設置された施設(設置の工事が着手された

ものを含む。)については，なお従前の例とする。 

 

 

別表(第３条) 

(1)    

 

区域 特別地域 その他の地域  

発電ボイラー ４０ppm ６０ppm 

ガスタービン ２０ppm ３０ppm 

ディーゼル機関 １００ppm １５０ppm 

ガス機関 ２００ppm ３００ppm 

ガソリン機関 ２００ppm ３００ppm 
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(2)  

 

定格出力(万kW) ５未満 ５以上１５未満 １５以上  

発電ボイラー ４０ppm ３０ppm ２０ppm 

ガスタービン ２０ppm １５ppm １０ppm 

 

(3) 

 

ディーゼル機関 １００ppm  

ガス機関 ４０ppm 

ガソリン機関 ２００ppm 

 

 

備考 

１．「特別地域」とは，野田市(旧関宿町区域を除く)，流山市，柏市，松戸市，鎌ケ谷市，市川市，

浦安市，習志野市，市原市，袖ケ浦市，木更津市，君津市及び富津市の13市の区域とし，「その他の

地域」とは，千葉県の区域のうち特別地域以外の区域(千葉市及び船橋市の区域を除く。)とする。 

２．別表の排出基準値は，次の式により算出された窒素酸化物の濃度とする。 

Ｃ＝(21－Ｏn)×Ｃs／(21－Ｏs) 

(1) 「Ｃ」とは，窒素酸化物の濃度(単位:ppm)をいう。 

(2) 「Ｏn」とは，標準酸素濃度(単位:％)をいい，発電ボイラーはガス燃料5，液体燃料4又は固体燃

料6，ガスタービンは16，ディーゼル機関は13，ガス機関及びガソリン機関は0とする。 

(3) 「Ｏs」とは，排出ガス中の酸素の濃度(単位:％)をいう。 

(4) 「Ｃs」とは，排出ガス中の窒素酸化物の濃度(単位:ppm)をいう。 
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４．千葉県揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制のための取組の促進に関する条例・ 

施行規則 
平成１９年１０月１９日 

一部改正 平成２０年 ３月２８日 

一部改正 平成２２年 ９月２４日 

一部改正 令和 ４年 ３月３１日 
 

 千葉県揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制 
 のための取組の促進に関する条例 

 千葉県揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑 
 制のための取組の促進に関する条例施行規則 

 （目的） 
 第１条 この条例は、大気汚染防止法（昭和４ 

３年法律第９７号）第１７条の３に規定する

事業者が自主的に行う揮発性有機化合物の排

出及び飛散の抑制のための取組（以下「自主

的取組」という。）を促進するため必要な事

項を定めることにより、光化学オキシダント

及び浮遊粒子状物質の生成の抑制を図り、も

って県民の健康を保護するとともに生活環境

を保全することを目的とする。 
 （定義） 
 第２条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 
（１）揮発性有機化合物 大気汚染防止法第２

条第４項に規定する揮発性有機化合物をい

う。 

 （趣旨） 
第１条 この規則は、千葉県揮発性有機化合

物の排出及び飛散の抑制のための取組の促

進に関する条例（平成１９年千葉県条例第５

３号。以下「条例」という。）の施行に関し

必要な事項を定めるものとする。 
 
 
 
 【大気汚染防止法】 
 （定義等） 
 第２条 
４ この法律において「揮発性有機化合物」

とは、大気中に排出され、又は飛散した時に

気体である有機化合物(浮遊粒子状物質及び

オキシダントの生成の原因とならない物質

として政令で定める物質を除く。)をいう。 
 
 【大気汚染防止法施行規則】 
 （揮発性有機化合物から除く物質） 

 第２条の２ 法第２条第４項の政令で定め

る物質は、次に掲げる物質とする。 
 （１）ﾒﾀﾝ 
 （２）ｸﾛﾛｼﾞﾌﾙｵﾛﾒﾀﾝ(別名HCFC-22) 
 （３）2-ｸﾛﾛ-1,1,1,2-ﾃﾄﾗﾌﾙｵﾛｴﾀﾝ(別名HCFC-

124) 
 （４）1,1-ｼﾞｸﾛﾛ-1-ﾌﾙｵﾛｴﾀﾝ(別名HCFC-141b) 
 （５）1-ｸﾛﾛ-1,1-ｼﾞﾌﾙｵﾛｴﾀﾝ(別名HCFC-142b) 
 （６）3,3-ｼﾞｸﾛﾛ-1,1,1,2,2-ﾍﾟﾝﾀﾌﾙｵﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ(別

名HCFC-225ca) 
 （７）1,3-ｼﾞｸﾛﾛ-1,1,2,2,3-ﾍﾟﾝﾀﾌﾙｵﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ(別

名HCFC-225cb) 
 （８）1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-ﾃﾞｶﾌﾙｵﾛﾍﾟﾝﾀﾝ(別名

HFC-43-10mee) 
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（２）自主的取組対象施設 県の区域（千葉市、

船橋市及び柏市の区域を除く。以下同じ。）

内に存する工場又は事業場に設置される施 
設で揮発性有機化合物を排出するもののう 
ち、その施設から排出される揮発性有機化合

物が大気の汚染の原因となるものであって、

揮発性有機化合物の排出量が多いために自

主的取組を行うことが特に必要なものとし

て規則で定めるものをいう。 

（３）揮発性有機化合物排出事業者 その事業

活動に伴って自主的取組対象施設から揮発

性有機化合物を大気中に排出する者をいう。 
  
（指針） 
第３条 知事は、光化学オキシダント及び浮遊

粒子状物質の生成の抑制を図るため、自主的

取組の促進に関する指針（以下「指針」とい

う。）を定めなければならない。 

２ 指針においては、次の各号に掲げる事項を 
定めるものとする。 

（１）自主的取組による揮発性有機化合物の排

 出量及び飛散の量の削減に関する目標 
（２）自主的取組の方法 
（３）前各号に掲げるもののほか、自主的取組

 のために必要な事項 
３ 知事は、指針を定め、又は変更するに当た

っては、あらかじめ、当該指針の案を公表し、

県の区域内に工場又は事業場を有する事業者

（以下「県内事業者」という。）及び県民の

意見を求めるものとする。 
４ 知事は、前項の規定により提出された意見

を考慮して指針を定め、又は変更しなければ

ならない。 
５ 知事は、指針を定め、又は変更したときは、

遅滞なく、これを公表しなければならない。 
 （県内事業者の責務） 
第４条 県内事業者は、その事業活動に伴う揮

発性有機化合物の大気中への排出又は飛散の

状況を把握し、及び指針に留意して、自主的 

 （自主的取組対象施設） 
第２条 条例第２条第２号の規則で定める施

設は、別表の中欄に掲げる施設であって、そ

れぞれ同表の下欄に掲げる要件に該当する

ものとする。 
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 制のための取組の促進に関する条例施行規則 

 

取組を行う責務を有する。 
 （県の責務） 
第５条 県は、自主的取組を支援する責務を有

する。 

２ 県は、自ら率先して、揮発性有機化合物の

排出及び飛散の抑制のための取組を行う責務

を有する。 
 （県民の努力） 
第６条 県民は、県内事業者の事業活動に伴う

揮発性有機化合物の大気中への排出又は飛散

の状況を把握することにより、自主的取組に

関する理解を深めるよう努めなければならな

い。 
 （自主的取組計画書の作成及び提出等） 
第７条 各年４月１日において揮発性有機化合

物排出事業者である者は、自主的取組対象施

設が設置されている工場又は事業場ごとに、

規則で定めるところにより、揮発性有機化合

物の使用量並びに排出量及び飛散の量（以下

「使用量等」という。）その他同日の属する

年度（４月１日から翌年の３月３１日までの

間をいう。以下同じ。）における揮発性有機

化合物の排出及び飛散の抑制に関する事項を

記載した計画書（以下「自主的取組計画書」 
という。）を作成し、知事に提出しなければな

らない。 
２ 揮発性有機化合物排出事業者は、県の区域

内に存する工場又は事業場であって前項の工

場又は事業場以外のものについて、当該工場

又は事業場ごとに、規則で定めるところによ

り、自主的取組計画書を作成し、知事に提出

することができる。 
３ その事業活動に伴って揮発性有機化合物を

排出する施設から揮発性有機化合物を大気中

に排出する者（揮発性有機化合物排出事業者

を除く。）は、県の区域内に存する工場又は

事業場ごとに、規則で定めるところにより、

自主的取組計画書を作成し、知事に提出する 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 （自主的取組計画書の提出） 
第３条 条例第７条第１項の規定による自主

的取組計画書の提出は、各年度の７月末日ま

でに自主的取組計画書（別記第１号様式）に

より行うものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 前項の規定は、条例第７条第２項及び第

３項の規定による自主的取組計画書の提出

について準用する。 
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 制のための取組の促進に関する条例施行規則 

 

ことができる。 
４ 前各項の規定により自主的取組計画書を提

出した者は、当該自主的取組計画書の内容を

変更したときは、規則で定めるところにより、

遅滞なく、その旨を知事に届け出なければな

らない。 
 （実績報告書の作成及び提出） 
第８条 前条第１項から第３項までの規定によ

り自主的取組計画書を提出した者は、当該自

主的取組計画書に係る工場又は事業場ごと

に、当該自主的取組計画書に係る年度の終了

後、規則で定めるところにより、当該自主的

取組計画書に記載された事項に係る実績を記

載した報告書（以下「実績報告書」という。）

を作成し、知事に提出しなければならない。 
 （書類等の保存） 
第９条 第７条第１項から第３項までの規定に

より自主的取組計画書を提出した者又は前条

の規定により実績報告書を提出した者は、当

該自主的取組計画書又は当該実績報告書に記

載した揮発性有機化合物の使用量等の算出の

根拠が記載された書類又は当該根拠が記録さ

れた電磁的記録（電子的方式、磁気的方式そ

の他人の知覚によっては認識することができ

ない方式で作られる記録であって、電子計算

機による情報処理の用に供されるものとして

規則で定めるものをいう。以下同じ。）を当

該提出の日から３年間保存しなければならな

い。 
２ 第７条第４項の規定による届出をした者は、

当該届出の内容が揮発性有機化合物の使用量

等に係るものであるときは、当該使用量等の

算出の根拠が記載された書類又は当該根拠が

記録された電磁的記録を当該届出の日から３

年間保存しなければならない。 
 （公表） 
第１０条 知事は、第７条第１項から第３項ま

での規定により提出された自主的取組計画書 

 （自主的取組計画書の変更の届出） 
第４条 条例第７条第４項の規定による自主

的取組計画書の内容の変更の届出は、当該変

更後、遅滞なく、自主的取組計画書変更届出

書（別記第２号様式）により行うものとする。 
  
（実績報告書の提出） 
第５条 条例第８条の規定による実績報告書

の提出は、翌年度の７月末日までに自主的取

組実績報告書（別記第３号様式）により行う

ものとする。 
 
 
 
 
 （電磁的記録） 
第６条 条例第９条第１項の規則で定める電

磁的記録は、自己の使用に係る電子計算機に

備えられたファイル又は磁気ディスク、シ

ー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法

により一定の情報を確実に記録しておくこ

とができる物をもって調製するファイルに

情報を記録したものとする。 
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の内容（同条第４項の規定による届出があっ

たときは、当該届出に係る変更後の内容）及

び第８条の規定により提出された実績報告書

の内容を公表するものとする。 
 （指導及び助言） 
第１１条 知事は、県内事業者に対し、指針に

即して自主的取組の促進に関し必要な指導及

び助言をすることができる。 
 （報告及び検査） 
第１２条 知事は、この条例の施行に必要な限

度において、揮発性有機化合物排出事業者そ

の他の揮発性有機化合物を排出する施設から

揮発性有機化合物を大気中に排出する者に対

し、自主的取組の状況に関し報告を求め、又

は当該職員に、揮発性有機化合物排出事業者

その他の揮発性有機化合物を排出する施設か

ら揮発性有機化合物を大気中に排出する者の

工場若しくは事業場に立ち入り、自主的取組

対象施設その他の物件を検査させることがで

きる。 
２ 前項の規定により立入検査をする当該職員

は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人

にこれを提示しなければならない。 
３ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯

罪捜査のために認められたものと解釈しては

ならない。 
 （委任） 
第１３条 この条例の施行に関し必要な事項は、

規則で定める。 
 （過料） 
第１４条 次の各号のいずれかに該当する者は、

５万円以下の過料に処する。 
（１）第７条第１項の規定による自主的取組計

画書の提出をせず、又は虚偽の記載をした

自主的取組計画書を提出した者 

（２）第７条第２項及び第３項に規定する自主

的取組計画書に虚偽の記載をして提出した

者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 （身分を示す証明書） 
第７条 条例第１２条第２項の身分を示す証

明書は、身分証明書（別記第４号様式）とす

る。 
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（３）第７条第４項の規定による届出をせず、

又は虚偽の届出をした者 
（４）第８条の規定による実績報告書の提出を

せず、又は虚偽の記載をした実績報告書を

提出した者 
 ５）第１２条第１項の規定による報告をせず、

若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定

による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し

た者 
 
   附 則 

（平成二十年三月二十八日条例第十号抄） 

この条例は、平成２０年４月１日から施行す

る。ただし、第１条から第３条までの規定は、

公布の日から施行する。 

 

   附 則 

（平成二十二年九月二十四日条例第四十号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  附 則 

この規則は、令和４年４月１日から施行す

る。 

 
備 考 
１ 公布日：平成１９年１０月１９日 
２ 一部改正 公布日：平成２０年３月２８日 

   概 要 第２条（２）の県の区域から除く地域に柏市の区域を加える。 
   施行日：平成２０年４月１日 

３ 一部改正 公布日：平成２２年９月２４日 

概 要 第１条の大気汚染防止法（昭和４６年法律第９７号）第１７の２が、第１７条の３に

改正されたことを受けて改正。 
   施行日：公布日と同じ 

 ４ 一部改正 公布日：令和４年３月３１日 

   概 要 報告書様式の署名・押印の廃止 

   施行日：令和４年４月１日 
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別表（第二条） 
 

  １  揮発性有機化合物を原材料又は溶剤とし 
 て使用する有機化学工業製品の製造施設 

 一の工場又は事業場における当該施設で製造 
 する当該製品の最大の製造量の合計が１年当 
 たり５,０００トン以上の工場又は事業場に設 
 置されているもの 

  ２  揮発性有機化合物を原材料又は溶剤とし 
 て使用する油脂加工製品、石けん若しく 
 は合成洗剤、界面活性剤又は塗料の製造 
 施設 

 一の工場又は事業場における当該施設で製造 
 する当該製品の最大の製造量の合計が１年当 
 たり１,０００トン以上の工場又は事業場に設 
 置されているもの 

  ３  揮発性有機化合物を使用する施設のう 
 ち、次に掲げるもの（次の項に掲げるも 
 のを除く。） 
 イ 塗装施設 
 ロ 印刷施設 
 ハ 接着施設 
 ニ 洗浄施設 
 ホ 動植物油脂製造施設 

 一の工場又は事業場におけるこの項の中欄の 
 イからホまでに該当する施設で使用する揮発 
 性有機化合物の最大の使用量の合計が１年当 
 たり６トン以上の工場又は事業場に設置され 
 ているもの 

  ４   ドライクリーニング施設  一の工場又は事業場における当該施設で使用 
 する揮発性有機化合物の最大の使用量の合計 
 が１年当たり６トン以上の工場又は事業場に 
 設置されているもの 

  ５  ガソリン、原油、ナフサその他の温度三 
 十七・八度において蒸気圧が二〇キロパ 
 スカルを超える揮発性有機化合物（以下 
 「高揮発性有機化合物」という。）の貯 
 蔵タンク（屋外に設置されているものに 
 限り、密閉式及び浮屋根式（内部浮屋根 
 式を含む。）のものを除く。） 

 容量（危険物の規制に関する政令（昭和三十 
 四年政令第三百六号）第五条第二項の規定に 
 より算出した容量をいう。以下同じ。）が５ 
 ００キロリットル以上のもの 

  ６  高揮発性有機化合物を消防法（昭和二十 
 三年法律第百八十六号）第十六条の二第 
 一項に規定する移動タンク貯蔵所又は貨 
 車に充填し、又は出荷する施設 

 一の工場又は事業場における当該施設に接続 
 されている高揮発性有機化合物の貯蔵タンク 
 （屋外に設置されているものに限る。）の容 
 量の合計が５００キロリットル以上の工場又 
 は事業場に設置されているもの 
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千葉県揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制のための自主的取組の促進に関する 
指針 

 
第１ 目 的 

本指針は、千葉県揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制のための取組の促進に関す

る条例（平成１９年条例第５３号。以下「条例」という。）第３条の規定により大気汚

染防止法（昭和４３年法律第９７号）第１７条の３に規定する事業者が自主的に行う揮

発性有機化合物（以下「ＶＯＣ」という。）の排出及び飛散の抑制のための取組（以下

「自主的取組」という。）の促進に関し必要な事項を定める。 

具体的には、ＶＯＣ含有原材料の使用、貯蔵等を行う事業者がＶＯＣの使用の削減、

改善等といった対策を自主的に講じることにより、その事業活動に伴うＶＯＣの大気中

への排出及び飛散を効果的に抑制する取組について留意すべき事項を定める。 

なお、本指針における用語の定義は、大気汚染防止法及び条例に規定する定義に従う。 
 
 
第２ 背 景 

光化学オキシダントや浮遊粒子状物質に係る大気汚染の改善のため、工場・事業場の

固定発生源からのＶＯＣの排出及び飛散を抑制することを目的とした大気汚染防止法

の一部を改正する法律（平成１６年５月２６日 以下「改正法」という。）が公布され、

平成１８年４月１日から施行されている。 
この改正では、ＶＯＣの排出及び飛散の抑制に当たって、自主的取組を評価し、促進

することを基本とし、法規制は限定的に適用するという、従来の公害対策にはない新し

い考え方に基づいて、「法規制」と「自主的取組」の双方の政策手法を適切に組み合わ

せて相乗的な効果を発揮させる（ベスト・ミックス）こととしている。 
さらに、ベスト・ミックスを基本として規制対象施設の限定を行った結果、固定発生

源からのＶＯＣの排出量及び飛散の量（以下「排出等の量」という。）を平成１２年度

から平成２２年度までに３割削減するという目標において、規制により削減するのは１

割分程度と見込まれ、自主的取組に委ねる割合は２割分程度と非常に大きなものとなっ

ている。 
本県では、昭和６１年度から千葉県炭化水素対策指導要綱により、ＶＯＣ排出抑制指

導を行っていることや光化学スモッグ注意報の発令日数が、全国でもワースト上位で推

移していること等の特別の事情を抱えている。 
このことから、同排出抑制指導の継続と改正法が期待する自主的取組によるＶＯＣ削

減を合わせて促進するための条例を平成１９年１０月１９日付けで制定した。 
 

 
第３ 自主的取組による揮発性有機化合物の排出量及び飛散の量の削減に関する

目標 
改正法の趣旨によると、「光化学オキシダント及び浮遊粒子状物質による大気汚染を

改善するため、その原因物質の一つであるＶＯＣについて、平成２２年度までに、工場

等の固定発生源からのＶＯＣ排出総量を平成１２年度比で３割程度抑制することが必

要と見込んでいる。」としている。 
そこで、千葉県全体として、平成１２年度のＶＯＣ排出等の量を基準として平成２２

年度までに改正法の濃度規制による削減の見込み量（１割程度）と自主的取組に基づき

削減すべき量（２割程度）を含めた削減目標を３割と設定する。 
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第４ 自主的取組の方法 
事業活動に伴いＶＯＣを大気中へ排出又は飛散する県内事業者（以下「ＶＯＣ排出等

事業者」）は、改正法の趣旨に基づいて自主的取組を行う。 

また、自主的取組の実施に当たっては、次の事項に留意する。 
 

１ ＶＯＣの排出及び飛散の抑制に関する情報の収集 
ＶＯＣ排出等事業者は、国、県及び業界団体等が作成する資料の収集、これらの機関

が開催するセミナー等への参加によりＶＯＣの排出及び飛散の抑制に資する技術情報、

製品情報等の収集に努める。 
 

２ ＶＯＣの排出又は飛散の実態の把握 
ＶＯＣ排出等事業者は、ＶＯＣの使用量及びＶＯＣ処理装置の稼働状況及び処理効率

から、工場又は事業場から大気中に排出又は飛散されるＶＯＣの実態を把握する。 

なお、工場又は事業場から大気中に排出及び飛散されるＶＯＣ量の算定方法には次の

方法があり、自社の施設に適した方法を選択する。 
  ア 物質収支による方法 

使用しているＶＯＣ含有原材料の購入量、在庫量等から年間使用量を求め、年間

原材料使用量にＶＯＣ含有率を乗じる方法 
  イ 排出係数による方法 

日本産業洗浄協議会が洗浄施設に係る塩素系溶剤については排出係数の参考値

を示しているほか、ＶＯＣ関連の業界団体が使用している排出係数や計算方法を示

しており、これらの排出係数に年間使用量を乗ずる方法 
  ウ 物性値から理論的に推計する方法 

固定屋根式貯蔵タンクにおける受入ロスの排出ガス濃度のように、強制通気がな

い状態で排出される場合は、飽和蒸気圧等の物性値から、液面に接するガス中の濃

度を求め、それに排出ガス量を乗じる方法 
  エ 実測による方法 

排出ガスを分析してＶＯＣ濃度を測定し、排出ガス量を乗ずる方法 
 

３ ＶＯＣの排出又は飛散の防止対策の内容 
ＶＯＣ排出等事業者は、ＶＯＣの取扱い実態に即して、技術的かつ経済的に最も適切

な排出及び飛散の抑制方法の導入に努める。 
なお、ＶＯＣの排出又は飛散の防止対策として次の手法がある。  

  ア 原材料対策による手法 
原材料対策によりＶＯＣの排出量を抑制する手法としては、溶剤の低ＶＯＣ化、

非ＶＯＣ化、ハイソリッド塗料等溶剤含有率の低減、粉体塗料等のＶＯＣが不要な

原材料の使用等がある。 
また、屋外塗装などの屋外作業に伴ってＶＯＣを大気中へ飛散させる作業につい

ても、ＶＯＣを含有しない、又は含有率が少ない塗料を選択することにより、ＶＯ

Ｃの大気中への飛散の抑制が可能である。 
  イ 工程管理による手法 

工程管理によりＶＯＣの排出量を抑制する手法としては、ふた閉め等溶剤管理の

徹底、効率の向上による塗料等使用量の削減、作業工程見直しによるふた開放時間

等の短縮等がある。  
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  ウ 施設の改善による手法 
施設の改善によりＶＯＣの排出量を抑制する手法としては、施設の密閉化等の蒸

発防止策、冷却装置の増設による蒸発量の減少及び回収量の増加、塗装の色替え時

の洗浄ラインの短縮による溶剤使用量の削減、製造設備の集約化等がある。  
  エ 処理装置による手法 

処理装置によりＶＯＣの排出量を抑制する手法としては、直接燃焼処理及び触媒

燃焼処理等による処理並びに吸着処理による回収・再利用等がある。 
なお、燃焼処理で助燃剤を使用する場合は、硫黄酸化物・窒素酸化物等による大

気汚染を抑制するため気体燃料等のクリーンな燃料の使用に努める。 
また、水溶液にＶＯＣを吸収させ吸収液を排水処理装置により処理する場合は、

ばっ気槽などからのＶＯＣの飛散について留意する。 
  オ その他の手法  

これら以外の手法としては、不良率の減少による溶剤使用量の削減、余材の削減

による塗布面積等の削減、包装材の小面積化等による塗布面積等の削減、製品の無

塗装化等がある。  
 

４ 自主的取組計画の策定 
ＶＯＣ排出等事業者は、計画的にＶＯＣの排出削減を図るため、工場又は事業場ごと

に、基準年度における大気中へのＶＯＣ排出等の量を基準として、目標年度のＶＯＣ

年間排出等の量を指標とする削減目標値を設定するとともに、これを達成するための

具体的方策を定めた「自主的取組計画」の策定に努める。 
なお、「自主的取組計画」の策定に当たっては、次の事項に留意する。 

 （１）基準年度 
改正法の目標（固定発生源からのＶＯＣの排出等の量を平成１２年度から平成２

２年度までに３割程度削減する。）から、原則として平成１２年度とする。 
しかしながら、平成１２年度の設定が不可能な場合は、平成１３年度以降のうち

最も古い年度に代えることができる。 
 （２）目標年度 

「自主的取組計画」に係る目標年度は平成２２年度とする。 
 （３）ＶＯＣ削減目標値 

ＶＯＣ排出等事業者は、工場又は事業場ごとに、基準年度における大気へのＶＯ

Ｃ年間排出等の量を基準として、目標年度の年間排出等の量を指標とするＶＯＣ削

減目標値を設定する。 
  ア ＶＯＣ削減目標値の算定方法 

目標年度におけるＶＯＣ年間排出等の量の目標値（①）、基準年度におけるＶＯ

Ｃ年間排出等の量（②）とすると、 
削減率は（②－①）／②×１００％により算出される。 

イ ＶＯＣ削減目標値の設定の考え方 
ＶＯＣ排出等事業者は、削減目標値の設定に当たっては、「第３ 自主的取組に

よる揮発性有機化合物の排出量及び飛散の量の削減に関する目標」に留意し、原則

として「３割」とする。 
なお、既に基準年度である平成１２年度において削減対策を講じている工場又は

事業場にあっては３割以下の目標値設定が現実的な場合もある。一方、基準年度に

おいて削減対策を講じていない工場又は事業場にあっては、可能な限り高い削減目

標を設定するよう努める。 
また、経済産業省の指導により業界団体がＶＯＣ削減目標を表明しており、多く
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の業界団体が３割を上回る目標を設定しているので、自社の属する業界の削減目標

値も参考とする。 
 （４）ＶＯＣ削減目標を達成するための具体的対策 

ＶＯＣ排出等事業者は、「３ ＶＯＣの排出又は飛散の防止対策の内容」につい

て検討し、ＶＯＣの取扱い実態に即して、技術的かつ経済的に最も適切な排出及び

飛散の抑制方法の導入に努める。  
 （５）ＶＯＣ削減対策の継続 

本県では、昭和６１年度から炭化水素対策指導要綱により炭化水素発生施設に対

する排出抑制指導を行ってきた。 
条例の施行に伴い同要綱は廃止されるが、ＶＯＣ排出等事業者のうち別表１の施

設の種類の欄に掲げる施設ごとに、同表の規模要件の欄に掲げる規模に該当する施

設（旧炭化水素対策指導要綱対象施設）の設置者又は使用者は、別表１の項に対応

した別表２の主な排出防止対策の欄に掲げる対策を実施するよう努める。 
 

５ 自主的取組計画書・実績報告書の提出 
ＶＯＣ排出等事業者のうち条例第２条第３号の揮発性有機化合物排出事業者は、条

例第７条第１項の規定に基づき、条例第２条第２号の自主的取組対象施設を設置する

工場又は事業場ごとに、「自主的取組計画書（条例施行規則第一号様式）」を作成し、

知事に提出する。 
また、同号の揮発性有機化合物排出事業者は、条例第２条第２号の自主的取組対象

施設を設置していない工場又は事業場についても、条例第７条第２項の規定に基づき、

「自主的取組計画書（条例施行規則第一号様式）」を作成し、知事に提出することが

できる。 
条例第２条第２号の自主的取組対象施設を設置していないＶＯＣ排出等事業者で

あっても、条例第７条第３項の規定に基づき、「自主的取組計画書（条例施行規則第

一号様式）」を作成し、知事に提出することができる。 
なお、自主的取組計画書を提出したＶＯＣ排出等事業者は、条例第８条に規定する

「実績報告書（条例施行規則第三号様式）」を作成し、知事に提出する。 
 

６ 自主的取組計画の評価 
ＶＯＣ排出等事業者は、ＶＯＣの排出及び飛散の実態及び防止対策の実施状況を把

握することにより、自主的取組計画の進捗状況を把握し、必要に応じ計画の見直しを

行うよう努める。 
 

７ 自主的取組計画・実績の公表 
ＶＯＣ排出等事業者は、自らの自主的取組計画及び実績について、インターネット

や環境報告書により公表に努める。 
なお、知事は、条例第１０条の規定に基づき、ＶＯＣ排出等事業者から提出された

「自主的取組計画書」及び「実績報告書」の内容を定期的に公表することとしている。 
 
 

第５ 施行日 
平成２０年２月５日 
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別表 １  

 項  施設の種類  規 模 要 件 

 １  揮発性有機化合物を原材料又は溶剤とし 
 て使用する有機化学工業製品の製造施設 

 一の工場又は事業場における当該施設で製造 
 する当該製品の最大の製造量の合計が１年当 
 たり５,０００トン以上の工場又は事業場に設 
 置されているもの 

 ２  揮発性有機化合物を原材料又は溶剤とし 
 て使用する油脂加工製品、石けん若しく 
 は合成洗剤、界面活性剤又は塗料の製造 
 施設 

 一の工場又は事業場における当該施設で製造 
 する当該製品の最大の製造量の合計が１年当 
 たり１,０００トン以上の工場又は事業場に設 
 置されているもの 

 ３  揮発性有機化合物を使用する施設のう 
 ち、次に掲げるもの（次の項に掲げるも 
 のを除く。） 
 イ 塗装施設 
 ロ 印刷施設 
 ハ 接着施設 
 ニ 洗浄施設 
 ホ 動植物油脂製造施設 

 一の工場又は事業場におけるこの項の中欄の 
 イからホまでに該当する施設で使用する揮発 
 性有機化合物の最大の使用量の合計が１年当 
 たり６トン以上の工場又は事業場に設置され 
 ているもの 

 ４  ドライクリーニング施設  一の工場又は事業場における当該施設で使用 
 する揮発性有機化合物の最大の使用量の合計 
 が１年当たり６トン以上の工場又は事業場に 
 設置されているもの 

 ５  ガソリン、原油、ナフサその他の温度三 
 十七・八度において蒸気圧が二〇キロパ 
 スカルを超える揮発性有機化合物（以下 
 「高揮発性有機化合物」という。）の貯 
 蔵タンク（屋外に設置されているものに 
 限り、密閉式及び浮屋根式（内部浮屋根 
 式を含む。）のものを除く。） 

 容量（危険物の規制に関する政令（昭和三十 
 四年政令第三百六号）第五条第二項の規定に 
 より算出した容量をいう。以下同じ。）が５００ 
 キロリットル以上のもの 

 ６  高揮発性有機化合物を消防法（昭和二十 
 三年法律第百八十六号）第十六条の二第 
 一項に規定する移動タンク貯蔵所又は貨 
 車に充てんし、又は出荷する施設 

 一の工場又は事業場における当該施設に接続 
 されている高揮発性有機化合物の貯蔵タンク 
 （屋外に設置されているものに限る。）の容量 
 の合計が５００キロリットル以上の工場又は 
 事業場に設置されているもの 

 ７  給油取扱所  地盤面下に設置した専用タンクにおいて高揮 
 発性有機化合物を貯蔵する営業用の給油を取 
 扱う施設 

 ８  移動タンク貯蔵所  前欄の給油取扱所に高揮発性有機化合物を運 
 搬する移動式の貯蔵タンク 

 
  注 第１項から第６項までの施設は条例第２条第２号の自主的取組対象施設 
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備 考 
１ この表において最大の製造量とは、生産施設を通常の状態において最高度に使用し 

た場合の生産量をいう。 

２ この表において最大の使用量とは、第３項及び第４項の各施設の有する能力を最大 

限活用（最高度に使用）した場合の使用量をいう。 

３ この表に掲げる有機化学工業製品とは、日本標準産業分類上の「有機化学工業製品 

製造業」において製造される製品をいう。 

４ この表に掲げる油脂加工製品、石けん若しくは合成洗剤、界面活性剤又は塗料とは、 

日本標準産業分類上の「油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業」

において製造される製品をいう。 

５ この表に掲げる塗装施設とは、塗装又はこれに付随する乾燥若しくは焼付けの用に 

供する施設をいう。また、「塗装」とは、物体の表面に塗料を用いて保護的、装飾的

又は特殊性能を持った塗膜を作る作業のことをいう。 

６ この表に掲げる印刷施設とは、印刷又はこれに付随する乾燥若しくは焼付けの用に 

供する施設をいう。また、「印刷」とは、原稿をもとに印刷板を作り、印刷機を用い

て、インキを被印刷物に転移させる行為をいう。 

７ この表に掲げる接着施設とは、接着又はこれに付随する乾燥若しくは焼付けの用に 

供する施設をいう。また、「接着」とは、同種又は異種の固体の面と面を貼り合わせ

て一体化した状態にすることをいい、染色整理業における業務（コンバーティング）

であるラミネート（布とフィルムとを接着剤で貼り合わせること。）、コーティング

（布地の表面に樹脂を塗布すること。）、ボンディング（樹脂材料の両面に布を貼り

付けること。）及びディップ（含侵。布地に樹脂を染みこませること。）並びにゴム

引き（ゴム糊を布等に被覆又は含侵すること。）を含む。 

８ この表に掲げる洗浄施設とは、揮発性有機化合物を洗浄剤として用いて、機械器具 

や金属板等を脱脂・洗浄する施設をいい、これに付随する乾燥の用に供する施設を含

むものをいう。 

９ この表に掲げる動植物油脂製造施設とは、揮発性有機化合物による抽出により大豆 

油、菜種油その他の動植物油を製造する施設をいう。 

１０ この表の３の項の規模要件の欄に掲げる揮発性有機化合物の使用量とは、揮発性 

有機化合物を含む、インキ、塗料、希釈剤、湿し水、洗浄溶剤、表面加工用溶剤、接

着剤及び抽出溶媒について、揮発性有機化合物の含有量を合計した量をいう。 

１１ この表に掲げるドライクリーニング施設とは、揮発性有機化合物をドライクリー 

ニング溶剤として使用するドライクリーニング施設をいう。 

１２ この表の６の項の規模要件の欄に掲げる貯蔵タンクの容量の合計には、密閉式及 

び浮屋根式（内部浮屋根式を含む。）貯蔵タンクを含む。 
１３ この表に掲げる給油取扱所とは、固定した設備によって、自動車等の燃料タンク 

に直接給油するため、高揮発性有機化合物を取り扱う営業用の取扱所をいう。 
１４ この表に掲げる移動タンク貯蔵所とは、車両（被けん引自動車にあっては、前車 
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軸を有しないものであって、当該被けん引自動車の一部がけん引自動車に乗せられ、

かつ、当該被けん引自動車及び積載物の重量の相当部分がけん引自動車によってささ

えられる構造のものをいう。）に固定されたタンクにおいて、高揮発性有機化合物を

貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所をいう。 
 
 
 

  別表 ２ 
 
 

 項  主な排出防止対策 
 

 
  

 
 １  

 処理装置の設置 
 ２ 

 ３  当該施設からの合計揮発性有機化合物排出量を、合計揮発性有機化合物 
 使用量の50パーセント以下に削減するための処理装置の設置、原材料対 
 策又は工程管理対策等の実施  ４ 

 ５  密閉式又は浮屋根式（内部浮屋根式を含む。）への改造並びに処理装置の設 
 置 

 ６  移動タンク貯蔵所又はタンク貨車からの高揮発性有機化合物の蒸気を処 
 理するための蒸気返還装置及び処理装置の設置 

 ７  地下タンク内の高揮発性有機化合物の蒸気を有効に移動タンク貯蔵所の 
 タンク内に返還する蒸気返還装置（回収ホースを含む。）の設置 

 ８  給油取扱所の地下タンク内の高揮発性有機化合物の蒸気を有効に移動タ 
 ンク貯蔵所のタンクに回収する蒸気返還装置の設置 

 
備 考 

１ 処理装置とは、吸着、吸収、凝縮、直接燃焼、接触酸化及び蓄熱燃焼 
の各方式もしくはこれらの併用方式で処理する装置又はこれらと同等以上の排出防止

効果を有する装置とする。 
２ 処理装置（給油取扱所及び移動タンク貯蔵所に設置した蒸気返還装置は除 

く。）の除去率は，摂氏20度において概ね85パーセント以上とする。 
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５．ばい煙測定孔の取付要領 
    (ＪＩＳ Ｋ0095-1999・ＪＩＳ Ｚ8808-1995) 
1．測定孔の位置 
 測定位置は，原則として煙道の屈曲部分，断面形状の急激に変化する部分などを避けなるべく流速

が5m/s以上で，速度変動が少なく流れが一様に整流され，測定作業の安全かつ容易な場所を選ぶこと

が望ましい 
 具体的には，次のような目安で測定位置を選定します。 
(1)できるだけ長い直管部に取り付ける。この場合，なるべく水平より垂直の直管部がよい。 
(2)極端な絞りや屈曲部分に近い位置は避ける。この場合，絞り部分や屈曲部分から煙道直径又は 縦

寸法の1.5倍以上離れた位置に取り付ける。できるだけ遠くへ離れた方がよい。 
 

          ○                          × 

                                               × 

                                                                   ○ 

 

                                                           ○ 

 

         ○             × 

                                   

                                  ×                   ○ 

 

                                                                             × 

 

 

 

                                                                                 × 

             ○         ×                    ×           ○                      

 

 

ﾌﾞﾛｱｰなど 

 

 

 

 

                                                  図の×印は不可で，○印は良いところです。 

 

 

煙道が混み入っている場所では長い採取管が使えないので試料採取作業のスペースが充分にとれる場

所を選んでください。 
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2．測定孔の数 
(1)円形断面で煙道が水平の場合 
 

              ①                                                     ① 

  上側 

 

 

  ③                       ②                                ③                 ② 

 

 

  下側 

 

 

 同一煙道断面上で2点(図の①と②または①と③)煙道直径が2ｍ以上の場合は3点(①，②，③)あった

ほうが測定作業が容易です。 
(2)円形断面で煙道が垂直の場合                                        上側 
               

               ③  反対側 

 

                                                                       ③ 

 

 ④                        ②                            ④                        ② 

      

                                                                       ① 

 

               ①    手前側 

 

 

                                                                      下側 

同一煙道断面上でおのおの直角方向の2点(①と②，③と④など)              
(3)短形断面で煙道が水平の場合 
 
   ℓ  ℓ  
    2   2 
                                    

                

上 側 

下 側 

同一断面上で，煙道の上部に表に従って 

   等間隔に測定孔をつけてください。 



 

- 127 - 

 

表  
 煙道断面積    数      

 1ｍ２以下 
 1～4ｍ２ 
 4ｍ２以上 

    2 
    3 

   ≦0.5ｍ 
   ≦0.667ｍ 
   ≦1ｍ 

 
 
(4)矩形断面で煙道が垂直の場合 
 (3)の水平の場合と同じですが，断面積が非常に大きな場合(1辺が2ｍ以上など)には，反対側にも測

定孔があったほうが容易です。 
                                                                    上 側 
 
 

                      反 対 側 

 

            

 

 

 

 

            

                    手 前 側                                       

 

 

下  側 

     

 
3．測定に必要な設備 
 内径10㎝ぐらいの測定孔 
 100Ｖ 15Ａ程度の電源2ケ所 
 堅牢で安全に作業ができるだけの足場 
 
大煙道の場合の注意 
○垂直煙道の場合 
 長い採取管，ピトー管を取扱うので，充分な広さのステージが必要です。 
○水平・矩形煙道の場合 
 長い採取管，ピトー管を取扱うので，これらの管を保特する設備をつけてください。 
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６．各種燃原料の標準的な諸数値  

  比重 高位発熱量 湿り排ガス量 Ｏ２(%)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(注)単位は燃原料の種類ごとに 
    次のとおりである。 
   (1)比重 
      液体及び固体……対水比 
      気体……対空気比 
       (空気密度1.29㎏／ｍ３) 
   (2)高発熱量 
      液体……kcal／L 
      固体及びパルプ廃液 
          ……kcal／kg 
      気体……kcal／ｍ３ 
   (3)排ガス量 
      液体……ｍ３／L 
      固体及びパルプ廃液 
          ……ｍ３／kg 
      気体……ｍ３／ｍ３ 
 
   ※ 1kca1＝4.18605kJ 

Ａ 重 油 
Ｂ 重 油 
Ｃ 重 油 
軽 油 
灯 油 
原 油 
ミ ナ ス 重 油 
ナ フ サ 油 
その他液体燃料 
石 炭 
コ ー ク ス 
木 材 
木 炭 
その他固体燃料 
都市ガス(13A) 
コークス炉ガス 
高 炉 ガ ス 
Ｌ Ｎ Ｇ 
Ｌ Ｐ Ｇ 
その他気体燃料 
鉄 ， 鉄 鉱 石 
硫 化 鉱 
非鉄金属鉱石 
その他金属鉱石 
パ ル プ 廃 液 
原料コークス 
一 般 廃 棄 物 
その他の燃原料 
電 力 

 0.84 
 0.91 
 0.93 
 0.83 
 0.79 
 0.82 
 0.85 
 0.70 
 0.83 
 1.53 
 1.87 
 0.80 
 1.45 
  － 
 0.655 
 0.47 
 1.34 
 0.71 
 1.56 
  － 
  － 
  － 
  － 
  － 
 1.30 
  － 
  － 
  － 
  － 

   9,390 
   9,540 
   9,690 
   9,130 
   8,690 
  10,769 
  10,527 
  11,396 
   9,924 
   6,149 
   7,549 
   3,832 
   3,266 
   4,833 
  11,000 
   4,998 
     840 
  10,498 
  18,943 
   9,124 
    － 
   1,276 
   2,008 
    － 
   3,134 
   6,671 
   2,998 
   3,140 
    － 

    14.3 
    12.1 
    12.2 
    11.5 
    10.9 
    11.2 
    10.9 
    11.4 
    12.1 
     9.8 
    11.4 
     5.9 
     6.0 
     6.0 
    14.6 
     6.5 
     2.0 
    16.2 
    16.9 
    11.4 
     6.1 
     0.1 
     3.4 
     3.0 
     6.7 
    36.0 
     7.3 
     5.4 
     0 

  4 
 
 
 
 
 
 
 
 
  6 
 
  6 
 
 
  5 
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７．重油のJIS規格(K2205－1991抜粋) 
 

重  油 
 
 重油の種類は，動粘度により1種(A重油)，2種(B重油)及び3種(C重油)の3種類に分類する。更に1種

は硫黄分により1号及び2号に細分し，3種は動粘度により1号，2号及び3号に細分する。 
 また，品質は，内燃機関用，ボイラー用及び各種炉用などの燃料として適当な品質の鉱油であって，

次の規定に適合しなければならない。  
     性状 
 
 
種類 

 
反 応 

引火 点 
 
 
  ℃ 

      動粘度 
      (50℃) 
      ｃＳｔ 
     (mm２／s) 

流動点 
 
 
  ℃ 

残  留 
炭素分 
 
質量％ 

 水 分 
 
 
 容量％ 

 灰  分 
 
 
 質量％ 

 硫黄分 
 
 
 質量％ 

1 種 

1 号 中 性 6 0以 上 
20以下 

 
(20以下) 

(注) 
 

5以下 
4以下 0.3以下 0.05以下 0.5以下 

2 号 中 性 6 0以 上 
20以下 

 
(20以下) 

(注) 
 

5以下 
4以下 0.3以下 0.05以下 2.0以下 

2  種 中 性 6 0以 上 
50以下 

 
(50以下) 

(注) 
 

10以下 
8以下 0.4以下 0.05以下 3.0以下 

3 種 

1 号 中 性 7 0以 上 
250以下 

 
(250以下) 

－ － 0.5以下 0.1以下 3.5以下 

2 号 中 性 7 0以 上 
400以下 

 
(400以下) 

－ － 0.6以下 0.1以下 － 

3 号 中 性 7 0以 上 
400を超え1000以下 

 
(400を超え1000以下) 

－ － 2.0以下 － － 

 
注)1種及び2種の寒候用のものの流動点は0℃以下とし，1種の暖侯用の流動点は10℃以下とする。 
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